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○
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
）
新
旧
対

照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

別
表

別
表

障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表

障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表

第
１
児
童
発
達
支
援

第
１

児
童
発
達
支
援

１

（略

）

１

（略

）

２
家
庭
連
携
加
算

２
家
庭
連
携
加
算

イ
所
要
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

18
7
単
位

イ
所
要
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

18
7
単
位

ロ
所
要
時
間
１
時
間
以
上
の
場
合

2
8
0単
位

ロ
所
要
時
間
１
時
間
以
上
の
場
合

2
8
0単
位

注
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所

注
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所

（指
定
通
所
基
準
第
5
4
条
の
６
か
ら
第
5
4
条
の
８
ま
で
の
規
定
に
よ
る

（指
定
通
所
基
準
第
5
4
条
の
６
及
び
第
5
4
条
の
７
の
規
定
に
よ
る
基
準

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
を
除
く

以
下

「指
定
児
童
発
達
支

該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
を
除
く
以
下

「指
定
児
童
発
達
支
援
事

。
。

援
事
業
所
等

」と
い
う

）に
お
い
て
指
定
通
所
基
準
第
５
条
若
し

業
所
等

」と
い
う

）に
お
い
て
指
定
通
所
基
準
第
５
条
若
し
く
は

。
、

。
、

く
は
第
６
条
又
は
第
5
4
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
児
童
発
達
支
援
事

第
６
条
又
は
第
5
4
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所

業
所
等
に
置
く
べ
き
従
業
者

（栄
養
士
及
び
調
理
員
を
除
く
以
下
こ

等
に
置
く
べ
き
従
業
者

（栄
養
士
及
び
調
理
員
を
除
く

以
下
こ
の
第

。
。

の
第
１
に
お
い
て

「児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
従
業
者

」と
い
う

）

１
に
お
い
て

「児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
従
業
者

」と
い
う

）が
。

。
、

が
児
童
発
達
支
援
計
画
に
基
づ
き
あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保

児
童
発
達
支
援
計
画
に
基
づ
き
あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保
護
者

、
、

、

護
者

（法
第
６
条
の
２
第
８
項
の
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
以

（法
第
６
条
の
２
第
８
項
の
通
所
給
付
決
定
保
護
者
を
い
う
以
下
同

。
。

下
同
じ

）の
同
意
を
得
て
障
害
児
の
居
宅
を
訪
問
し
て
障
害
児
及

じ

）の
同
意
を
得
て
障
害
児
の
居
宅
を
訪
問
し
て
障
害
児
及
び
そ

。
、

。
、

び
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
相
談
援
助
等
を
行
っ
た
場
合
に
１
月
に
つ

の
家
族
等
に
対
す
る
相
談
援
助
等
を
行
っ
た
場
合
に
１
月
に
つ
き
４

、
、

き
４
回
を
限
度
と
し
て

そ
の
内
容
の
指
定
児
童
発
達
支
援
又
は
基
準

回
を
限
度
と
し
て

そ
の
内
容
の
指
定
児
童
発
達
支
援
又
は
基
準
該
当

、
、

該
当
児
童
発
達
支
援

（以
下

「指
定
児
童
発
達
支
援
等

」と
い
う

）

児
童
発
達
支
援

（以
下

「指
定
児
童
発
達
支
援
等

」と
い
う

）を
行

。
。
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を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
た

う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
所
定
単
位
数
を
加
算
す
る
た
だ
し

。
。

だ
し
同
一
日
に
児
童
発
達
支
援
給
付
費
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

同
一
日
に
児
童
発
達
支
援
給
付
費
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
算
定

、
、

、
、

算
定
し
な
い

し
な
い

。
。

３

～14
（略

）

３

～14

（略

）

第
２
医
療
型
児
童
発
達
支
援

第
２
医
療
型
児
童
発
達
支
援

１

～1
1

（略
）
１

～1
1

（略

）

第
３
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス

第
３
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス

１

（略

）

１

（略

）

２
家
庭
連
携
加
算

２
家
庭
連
携
加
算

イ
所
要
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

1
8
7単
位

イ
所
要
時
間
１
時
間
未
満
の
場
合

1
8
7単
位

ロ
所
要
時
間
１
時
間
以
上
の
場
合

2
80
単
位

ロ
所
要
時
間
１
時
間
以
上
の
場
合

2
80
単
位

注
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
又
は
基
準
該
当
放
課
後
等
デ

注
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
又
は
基
準
該
当
放
課
後
等
デ

イ
サ

ービ
ス
事
業
所

（指
定
通
所
基
準
第
71
条
の
４
に
お
い
て
準
用
す

イ
サ

ービ
ス
事
業
所

（指
定
通
所
基
準
第
71
条
の
４
に
お
い
て
準
用
す

る
同
令
第
5
4
条
の
６
か
ら
第
5
4
条
の
８
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準
該
当

る
同
令
第
5
4条
の
６
及
び
第
5
4
条
の
７
の
規
定
に
よ
る
基
準
該
当
放
課

放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
を
除
く

以
下

「指
定
放
課
後
等
デ

後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
を
除
く
以
下

「指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

。
。

イ
サ

ービ
ス
事
業
所
等

」と
い
う

）に
お
い
て
指
定
通
所
基
準
第
6

ービ
ス
事
業
所
等

」と
い
う

）に
お
い
て
指
定
通
所
基
準
第
6
6条

。
、

。
、

6
条
又
は
第
7
1
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事

又
は
第
7
1
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
事
業

業
所
等
に
置
く
べ
き
従
業
者

（以
下
こ
の
第
３
に
お
い
て

「放
課
後
等

所
等
に
置
く
べ
き
従
業
者

（以
下
こ
の
第
３
に
お
い
て

「放
課
後
等
デ

デ
イ
サ

ービ
ス
事
業
所
等
従
業
者

」と
い
う

）が
放
課
後
等
デ
イ

イ
サ

ービ
ス
事
業
所
等
従
業
者

」と
い
う

）が
放
課
後
等
デ
イ
サ

。
、

。
、

サ

ービ
ス
計
画
に
基
づ
き
あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同

ービ
ス
計
画
に
基
づ
き
あ
ら
か
じ
め
通
所
給
付
決
定
保
護
者
の
同
意

、
、

意
を
得
て
就
学
児
等
の
居
宅
を
訪
問
し
て
就
学
児
等
及
び
そ
の
家
族

を
得
て
就
学
児
等
の
居
宅
を
訪
問
し
て
就
学
児
等
及
び
そ
の
家
族
等

、
、

等
に
対
す
る
相
談
援
助
等
を
行
っ
た
場
合
に
１
月
に
つ
き
４
回
を
限

に
対
す
る
相
談
援
助
等
を
行
っ
た
場
合
に
１
月
に
つ
き
４
回
を
限
度

、
、

度
と
し
て
そ
の
内
容
の
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
又
は
基
準
該

と
し
て
そ
の
内
容
の
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
又
は
基
準
該
当

、
、

当
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス

（以
下

「指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス

放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス

（以
下

「指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
等

等

」と
い
う

）を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
所
定
単
位
数

」と
い
う

）を
行
う
の
に
要
す
る
標
準
的
な
時
間
で
所
定
単
位
数
を

。
。

を
加
算
す
る
た
だ
し

同
一
日
に
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
給
付
費

加
算
す
る
た
だ
し
同
一
日
に
放
課
後
等
デ
イ
サ

ービ
ス
給
付
費
を

。
、

。
、

を
算
定
し
て
い
る
場
合
は

算
定
し
な
い

算
定
し
て
い
る
場
合
は
算
定
し
な
い

、
。

、
。
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３

～1
2

（略

）

３

～1
2

（略

）

第
４
保
育
所
等
訪
問
支
援

第
４
保
育
所
等
訪
問
支
援

１
～４

（略

）

１

～４

（略

）


